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令和７年 年末調整における主な改正事項
本年12月に行う年末調整においては、基礎控除の見直し等の改正が行われていますので、ご注意ください！
詳細や最新情報は、国税庁ホームページの「年末調整がよくわかるページ」をご確認ください。

１　基礎控除の見直し等

⃝基礎控除の見直し
　次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。

合計所得金額 132万円以下 132万円超
336万円以下

336万円超
489万円以下

489万円超
655万円以下

655万円超
2,350万円以下

控除額 95万円 88万円 68万円 63万円 58万円
注１　合計所得金額655万円以下の控除額は、所得税法第86条の規定による基礎控除額58万円に、租税特別措置法第41条の16の２も規定によ

る加算額を加算した額となります。
　２　合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。

●給与所得控除の見直し
　給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

注　家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

●扶養親族等の所得要件の改正
　扶養控除等の対象となる扶養親族の所得要件が48万円
以下から58万円以下に引き上げられるなど、所得要件が改
正されました。

●特定親族特別控除の創設
　所得者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族
注を有する場合に受けられる控除として、特定親族特別控
除が創設されました。

注　里子を含み、配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び
白色事業専従者を除きます。

　控除額は、その親族の合計所得金額に応じ、右図のとお
りとなります。

　《年末調整における留意事項》
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扶養親族等の区分 所得要件
扶養親族
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子

58万円以下

勤労学生 85万円以下
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〒024-0091
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http://kitakami-print.com
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合同庁舎 北上市役所

職業安定所
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  協議に応じない一方的な代金決定の禁止 
◉代金に関する協議に応じないことや、協議において必要な説明または情報

の提供をしないことによる、 一方的な代金の額の決定を禁止 。

 法律の題名・用語の変更 
◉下請事業者・親事業者	 →	  中小受託事業者・委託事業者 
◉下　請　代　金	 →	  製造委託等代金 

◉物価上昇を上回る賃上げを実現するためには、 事業者が賃上げの原資をしっか
りと確保できるよう、サプライチェーン全体で適正な価格転嫁 を進めることが
重要です

◉価格転嫁を阻害し、 受注者に不当な負担を押し付ける商慣習を是正し、取引環
境の改善を図る ため、下請法の改正が行われました！

 手形払等の禁止 
◉ 手形払を禁止 。また、支払期日までに代金相当額（満額）を得ることが困難な支払い手段を併せて禁

止。（現金受領までの期間を120日から60日に短縮）

 従業員基準の追加 
◉現行の資本金基準に加えて、 従業員300人（情報成果物作成、役務提供100人※） の区分を新設。　　

※（プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理を除く）

 対象取引に「特定運送委託」を追加 
◉適用対象となる取引に、 発荷主が取引の相手方に対する物品の運送を運送事業者に委託する取引 が

追加。

改正内容の詳細は
各省庁のHPをご覧ください！！

事業者の 
みなさまへ

改正の
背景・趣旨

早期準備が
大切です！

令和８年１月１日から、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が施行され、同日から現在の下請法は「製造
委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」（通称「取適法」）に変わります。

　　ご存じですか？
2026年１月１日から
「下請法」は「取適法」へ！

中小企業庁 公正取引
委員会

新しく、こんなに変わる！



　当所では、働き方改革の取組として、適切なサービス提供と、職員の労働環境の改善を図る
ため、昼休業を導入し、下記の通り窓口の営業時間を変更いたしました。
　営業時間中は職員全員で会員の皆様をお迎えする体制を整え、より一層のサービス向上に
努めてまいりますので、会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解賜りますよう
お願い申し上げます。

窓口営業時間…………… 8：30〜12：00、13：00〜17：15
	 昼休業　12：00〜13：00

窓口営業時間変更のお知らせ窓口営業時間変更のお知らせ
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工業部会年収の壁セミナー

小売商業部会販売促進セミナー

　工業部会（武塙玄平部会長）は10月21日、「年収の
壁徹底解説セミナー」を開催しました。
　はるか社会保険労務士事務所佐藤春香氏を講師に
迎え、「年収の壁」の概要と今後の制度改正予定、労
働力確保のために企業が取り組むべき対策などについ
て解説いただきました。 
　「年収の壁」について、所得税がかかる「税法上の壁」

（年収160万円）と、保険料負担で手取りが減る「社会
保険上の壁」の詳細が解説されました。 
　今後の見通しとして、最低賃金の引き上げや、社会保
険の適用要件である「賃金要件」「企業規模要件」の段階的撤廃により、適用対象が拡大することが示されました。 
　その結果、従来の「年収の壁」を意識した働き控えは、「週20時間未満」に抑える「時間の壁」へと移行すること
が懸念されると指摘。 
　対策として、企業は労働力確保のために、社会保険加入を機とした賃上げや労働時間の延長提案、加入者へ
のサポート強化が求められると説明があり、参加者の理解が深まる内容となりました。

　小売商業部会（郡司善孝部会長）は10月31日、小
売業を中心とした販売促進セミナーを開催しました。
Zoomによる講習として、２年ぶり４回目であるジャイ
ロ総合コンサルティング㈱代表取締役渋谷雄大氏を
講師に、「新時代の売れる商品開発とプロモーション
戦略」と題し、損失回避として新しいことや、新しい
視点でお金をかけずに実践することや、付加価値と
利益についてわかりやすく説明いただき、参加者は気
軽なＡＩ活用やプラス思考戦略について再認識する研
修となりました。
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アクサ生命は、商工会議所と協力し、会員事業所の
各種ニーズ（弔慰金・見舞金制度、退職金制度、
リスク対策や事業承継など）を共済制度／福祉
制度でサポートしています。

「健康経営®」は、特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標です。「健康経営®」は、特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標です。AXA-A2-2209-1161/9WD

　　みんなと
　会社の未来を
健康に。

※アクサ式導入企業756社のデータより 

A4 1/2 モノクロ（148×210）

やりがいが集まって、会社はつよくなる。
「離職率が下がり始めている」「生産性がアップしてきた」。いま、経営者の皆様の
そんな声が増えています。それはきっと、アクサの健康経営による「やりがい効果」。
心と身体の健康をケアすることはもちろん、ある会社では「仕事と治療の両立」や
「社内サークル活動」などに取り組み、夢や生きがい、働きがいといった
「社会的健康」までをサポートしています。
社員一人ひとりがやりがいをもって働ける環境をつくり、
会社全体も元気に変えていくために。アクサ生命がお手伝いします。

アクサ生命保険株式会社
盛岡支社　花巻営業所　北上分室
〒 024-0061　岩手県北上市大通り 2-3-4
TEL 0197-63-3370

ビジネスマッチ視察

建築基準法改正セミナー

　サービス業部会（伊藤隆一部会長）、小売商業部会（郡司善孝部会
長）、卸商業部会（中野厚部会長）の３部会合同により、11月13日宮城
県夢メッセみやぎで開催されたビジネスマッチ東北2025の視察研修を
行いました。今回20回目を迎えたビジネスマッチは10ジャンル、504企
業、420ブース、27WEBの展示により、出展者・来場者・バイヤーとの
３ＷＡＹマッチングで開催されました。地元北上の企業も出展され会
場は大いに賑わいました。参加者からは東北らしいあたたかい雰囲気
のアピール合戦の中で名刺交換させていただいたとの声がありました。

　10月29日、「2025年建築基準法改正セミナー」を開
催しました。近年、建設業界では法改正や働き方改革
の影響により、工期の見直しや人員配置など現場対応
が大きな課題となっています。講師のやすらぎ介護福
祉設計代表・齋藤進一氏からは、改正に伴う構造基準
や省エネ基準のポイントをはじめ、豊富な現場経験と
実務に基づいた具体的な事例を交えてご講義いただき
ました。
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　大阪商工会議所女性会合同視察研修

弘 前 移 動 研 修

　女性会（藤田澄子会長他）は10月29日、岩手県商工会
議所女性会連合会役員と大阪商工会議所女性会との交流
事業に参加しました。今回の交流事業では復興の軌跡を
たどり交流の輪を広げることを目的に、陸前高田市にあ
る「津波伝承館」と東日本大震災後、同市の復興を応援
している大阪発の老舗チョコレートメーカー「サロンド
ロワイヤル」の高田工場の合同視察と意見交換会が開催
されました。

　女性会（八重樫徹子会長）は、11月６日青森県弘前
市「弘前れんが倉庫美術館」の移動研修を行いました。
３年前の女性会東北ブロック大会弘前大会がコロナ禍
による人数制限で現地参加出来なかった会員の要望
により今回訪問が実現しました。弘前商工会議所副
会頭、弘前商工会議所女性会相談役である三上美知
子氏から弘前市の街、商店街支援、活発な女性会事
業等の講演をいただき、参加者は質問も出しながら
熱心に聞き入りました。弘前女性会の会長・副会長も
参加し交流を深め、弘前の魅力を感じ、今後の女性
会活動が更に意気込む研修となりました。

㈱横川目電業川目電業㈱横川目電業
ヒトが笑えばカイシャも笑う
　　 露出度１２０％の横川目電業です。

のことなら、横川目電業に！！省エネの省エネ省エネ省エネ

北上市和賀町横川目12-37-8
TEL 0197-72-2718(代) FAX 0197-72-2719
URL https://www.yokokawamedengyou.co.jp/

女性会

女性会
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中小企業のためのＤＸ事例
「標準化と相見積もり回避で業績につながるＤＸ」

◇大川　真史／おおかわ・まさし
　ウイングアーク１ｓｔ データのじかん 主筆。ＩＴ企業を経て三菱総合研究所に12年間在籍し、２０１８年から
現職。デジタル化による産業構造転換や中小企業のデジタル化に関する情報発信・事例調査が主な業務。社
外活動として、東京商工会議所ものづくり人材育成専門家ＷＧ座長、特許庁Ｉ－ＯＰＥＮ専門家、ロボット革命・
産業ＩｏＴイニシアティブ協議会中堅中小ＡＧ副主査、サービス創新研究所副所長など。リアクタージャパン、Ｇ
ａｒａｇｅ Ｓｕｍｉｄａ研究所、Ｆａｃｔｏｒｙ Ａｒｔ Ｍｕｓｅｕｍ ＴＯＹＡＭＡ、ハタケホットケなどを兼務。経
団連、経済同友会、経産省、日本商工会議所、各地商工会議所・自治体での講演、新聞・雑誌の寄稿多数。近
著『アイデアをカタチにする！Ｍ５Ｓｔａｃｋ入門＆実践ガイド』。

　今回は、工程管理を自動化して多品種少量生
産を実現した金属板金加工業の事例です。北海
道北広島市にある株式会社ワールド山内は、板
金から溶接、組み立てまでを一貫対応する、地
域でも有力なものづくり企業です。工業団地を拠
点に短納期と高品質を両立させてきましたが、案
件の多様化と人手不足が進む中で、従来の紙や
経験に依存した管理には限界が見え始めていまし
た。納期回答の迅速化、機械稼働の見える化、
夜間の自動運転をいかに安全に運用するかが喫
緊の課題でした。
　同社が踏み出したのは、現場起点のＤＸです。
受注から出荷までの各工程と設備稼働をデジタ
ルで接続し、リアルタイムで状況を把握できる独
自の工程管理基盤を整備しました。作業実績は
現場入力に統一し、滞留やボトルネックはダッシ
ュボードで即時に可視化します。結果として、多
品種少量でも負荷を適正化し、24時間の自動運
転と迅速な納期回答を両立できるようになりまし
た。背景には挑戦を尊ぶ企業文化があり、スマー
トファクトリー方針の下で部門横断の改善が加速
しています。
　特徴的なのは、新規案件の見積もり依頼への
対応です。図面が未添付の場合でも、社内で速
やかにＣＡＤデータを作成し、工程別の標準工数
や歩留まりを反映した原価モデルで試算して、妥

当な概算見積もりを迅速に提示します。さらに生
産負荷の状況をリアルタイムに把握できるため、
納期案まで含めた回答が可能です。回答の正確
性と速さが評価され、相見積もりに展開する前
に受注に至るケースが増えています。根拠ある見
積もりが営業力の中核となっているのです。
　もう一つの取り組みは、標準化で整備した社
内マニュアルの外部活用です。東京など遠方の発
注者を北海道に招き、数日かけて製造の基本や
品質の考え方を体系的に学んでもらいます。発注
者にとって同社は信頼できる指導役となり、その
関係性が年次の単価改定交渉を有利に進め、設
計段階でコストダウンを目指すＶＡ（Ｖａｌｕｅ Ａ
ｎａｌｙｓｉｓ）・ＶＥ（Ｖａｌｕｅ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉ
ｎｇ）提案も採択されやすくなりました。「現場知」
をマニュアル化し、教育と商談に転用することで、
価格に偏らない競争力を着実に高めています。
　重要なのは、現場で機能する最小単位の標準
化と可視化を起点に、顧客との学び合いを仕組
みに組み込むことです。大掛かりなシステムに頼
るのではなく、まずは１枚の表から運用を磨き込
み、営業と生産を同期させる。こうした地に足の
着いた取り組みこそが、短期の受注確度のみな
らず、長期の関係性と収益基盤を確かなものにし
ていきます。（この事例は筆者取材時のものであり、現在で
は異なる場合があります）
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北上商工会議所

https://www.kitakamicci.jp/

北上商工会議所Webサイト

北上商工会議所

Facebook X
補助金・助成金制度
の紹介、セミナー等
のお知らせ、地域情
報など更新しており
ます。
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※相談は事前の予約が必要で
す。あらかじめ電話でのご予
約をお願いいたします。

経営支援課 
☎ 0197–65–4211

12月・１月の定例相談

「岩手県事業承継・引継ぎ支援センター」
定期移動相談会

働き方改革個別相談

日　時／ 12月２日㈫・２月３日㈫
	 １１: ００〜１５: ００
場　所／	北上商工会館
相談料／	無 料（お問合わせ、申込は当所まで）

日　時／ 12月23日㈫、１月27日㈫
　　　　１０：００〜１６：００
　　　　（正午から13時までの休憩時間を除く）
場　所／北上商工会館
相談料／無料（事前申込必要）

TEL 0197-65-4211	 FAX 0197-64-2656
〒024-0061　北上市⼤通り⼆丁目３番４号

岩手県信用保証協会 日本政策金融公庫盛岡支店（国民生活事業）
12月 ３日㈬・10日㈬・17日㈬ ４日㈭〈１日公庫〉・18日㈭
１月 ７日㈬・14日㈬・21日㈬ 22日㈭
時 間 10:00〜16:00 13：00〜15：00

　北上市の専修大学北上福祉教育専門学校の前に
あるイタリアンレストラン「L̓ORTO」では、地元食材
を使った料理をランチとディナーで提供している。旬
の味を盛り込んだ本格的な味が、幅広い世代の人た
ちの人気を集めている。
　川畑匡矢さん、可菜さん夫妻が2022年６月にオー
プン。匡矢さんがホールで接客、可菜さんが調理を
担当している。可菜さんの実家で栽培している新鮮
な野菜を店で提供したいと考え、街の雰囲気が気に
入った北上で新たな一歩を踏み出すことにした。　
　週替わりのランチは、５種類のパスタをメインに
前菜の盛り合わせ、自家製パンのセットで1500 ～

1800円で提供。ディナーでは、前菜盛り合わせ・手
打ちパスタ２種類と肉料理・季節のデザート・カフェ
のフルコース（5800円、要予約）が人気。料理は単品
でも頼めるほか、5000円と6000円の飲み放題パー
ティープラン（３名以上、要予約）も用意されている。
　可菜さんは「今の店の形にこだわらず、さまざま
な人たちに喜んでもらえるような店にしていきたい」
と夢は広がる。匡矢さんは「手打ちパスタをはじめ
とする自慢の味で、地域に愛されるお店にしていき
たい」と話している。

▲㊥週替わりランチの前菜とパスタ、自家製パン
　㊨５０００円のパーティープラン
◀ 匡矢さんと可菜さん

L’ORTO(ロルト)
地元食材使ったイタリア料理提供

▲オガタ牧場牛の
赤身ステーキ
落ち着いた雰囲気
でくつろげる店内

（最大20人収容可
能）▶ 

北上市芳町９-12　℡   ０１９７-６２-８００１
営業時間　11時30分～14時30分、17時30分
　～22時（ラストオーダーは閉店１時間前）
定休日　水、木曜
※駐車場の場所やその他営業情報はインスタで

data


